
 

 

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、耐震診断等の結果により、木造住宅の耐震改修等工事を行う者に対し、予算の範囲

内において補助金を交付し、もって木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづく

りを進めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 住宅 戸建て住宅、長屋、併用住宅及び共同住宅をいう。 

⑵ 木造住宅 木造軸組工法による住宅（枠組壁工法、丸太組構法その他建築基準法に基づき国土交 

通大臣の特別な認定を得た工法による住宅を除く。）をいう。 

⑶ 耐震診断 次のいずれかに掲げる工法を適用し、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた   

めの基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号）に基づき国土交通大臣に認められた方法

である一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法（以下「木造住宅の耐震

診断と補強方法」という。）に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づき、建築士法（昭和

２５年法律第２０２号）第２条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。 

ア 木造住宅の耐震診断と補強方法に定める工法 

イ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第４６条第４項第１号の表第８号の項に定める

国土交通大臣の認定を受けた工法 

ウ 一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法 

エ 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法 

オ 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた

工法 

⑷ 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会（以下「講習

会」という。）を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。 

⑸ 上部構造評点等 「一般診断法」又は「精密診断法」による上部構造評点をいう。 

⑹ 除却工事 次のいずれかに該当する工事をいう。 

ア 耐震診断の結果により、地震に対する安全性の向上を目的として、耐震診断を実施した木造住

宅を除却する工事 

イ 耐震診断調査票（住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における

耐震診断について（令和６年１月３０日付け国住市第４０号国土交通省住宅局市街地建築課長通知）

別添に示す旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票をいう。以下同じ。）に基

づく調査の結果により、地震に対する安全性の向上を目的として、当該調査を実施した木造住宅を

除却する工事 

⑺ 建替工事 除却工事（前号アに該当するものに限る。）を行った敷地において除却した建築物と同

一の用途に供するものを建築する工事をいう。 

⑻ 耐震改修工事 耐震診断の結果により、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工

事を含む改修工事をいう。 

⑼ 耐震改修等工事 耐震改修工事、建替工事及び除却工事をいう。 

⑽ 登録設計者 耐震改修工事の設計者及び監理者であって、講習会を修了し滋賀県木造住宅耐震改



 

 

修工事事業者登録名簿に登録された者をいう。 

⑾ 登録施工者 耐震改修工事又は除却工事の施工者であって、講習会を修了し滋賀県木造住宅耐震

改修工事事業者登録名簿に登録された者が所属する事業所をいう。 

 ⑿ 割増工事等 耐震改修等工事と併せて実施する場合に補助金を割増する工事又は事業であって、

次に掲げるものをいう。 

ア 県産材利用耐震改修工事（県産材利用耐震改修モデル事業に基づく耐震改修工事を行う工事を

いう。以下同じ。） 

   イ 主要道路沿い耐震改修等工事（緊急輸送道路等（滋賀県地域防災計画及び本市の地域防災計画

に定める緊急輸送道路並びに本市の耐震改修促進計画に定める避難路（同計画に定めるゆい道路

（輸送移動道路）をいう。）をいう。以下同じ。）沿いに建築された木造住宅であって、そのいずれ

かの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に１．５メートル

を加えた値を超える場合における耐震改修等工事をいう。以下同じ。） 

ウ 高齢者世帯耐震改修等工事（６５歳以上の高齢者のみの世帯又は６５歳以上の高齢者を含む世

帯が居住する木造住宅の耐震改修工事又は建替工事をいう。以下同じ。） 

エ 子育て世帯耐震改修等工事（中学生までの子を含む世帯が居住する木造住宅の耐震改修工事又

は建替工事をいう。以下同じ。） 

オ バリアフリー改修工事（耐震改修工事に併せて、地震災害時の避難を容易にすると認められる段

差解消等を行う工事をいう。以下同じ。） 

カ 内覧会開催事業（耐震改修工事を行う木造住宅（居住者が住宅に居住しながら工事を施工するも

のを除く。）において、工事中及び工事後に一般又は事業者向けの内覧会を開催する事業をいう。

以下同じ。） 

⒀ 利子補給制度 独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度  

をいう。 

（補助対象建築物等） 

第３条 この要綱による大津市木造住宅耐震改修等事業補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象

となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する木

造住宅とする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。 

⑴ 大津市内に存する木造住宅であること。 

⑵ 昭和５６年５月３１日以前に着工し、及び完成していること。 

⑶ 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されていること。 

⑷ 階数が２階以下で、かつ、延べ面積が３００平方メートル以下であること。 

⑸ 次のいずれかに該当する木造住宅であること。 

ア 耐震診断の結果、上部構造評点等が０．７未満とされた木造住宅であって、耐震改修工事により

上部構造評点等が０．７以上に引き上げられるもの（精密診断法（時刻歴応答計算に限る。）によ

り算出された木造住宅に係る上部構造評点等の計算結果について、別に市長が定める耐震判定機

関からその結果が適正であることを証する書面の交付を受けたものに限る。）又は建替若しくは除

却されるもの 

イ 耐震診断調査票に基づく調査において、倒壊の危険性があると判断された木造住宅であって、除

却されるもの 



 

 

２ 補助対象建築物の除却工事の施工者にあっては登録施工者とし、耐震改修工事の設計者及び施工者

にあってはそれぞれ登録設計者及び登録施工者としなければならない。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 補助対象建築物を所有する者であって、補助対象建築物の耐震改修等工事を行うものであること。 

⑵ 過去に補助金の交付を受けていない者であること。 

⑶ 市税を完納している者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定す

る暴力団員でない者であること。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に掲げる工事の

区分に応じ、当該各号に定める経費とする。ただし、当該定める経費の額（他の制度による補助を受け

ている場合にあっては、当該補助の対象となる経費を控除した後の額）が５００，０００円を超えるも

のに限る。 

⑴ 耐震改修工事 補助対象建築物の上部構造評点等を０．７以上に引き上げるため並びに地盤及び

基礎の安全性を向上させるために必要と認められる耐震改修工事及び割増工事等に要する経費 

 ⑵ 建替工事 耐震改修工事に要する経費又は除却工事に要する経費のいずれか低いもの及び割増工

事等に要する経費 

⑶ 除却工事 補助対象建築物の除却工事に要する経費（補助事業を行う木造住宅の延床面積（平方メ

ートル）に３９，９００円を乗じた額を限度とする。）及び割増工事等に要する経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、第１号により算出した額に、第２号から第７号までにより算出した額を加えた

額（その補助金の額が補助対象経費の額を超える場合は、当該補助対象経費の額）とする。 

⑴ 次のア又はイに掲げる工事の区分に応じ、当該ア又はイに定める額 

ア 耐震改修工事及び建替工事 利子補給制度を利用しない場合にあっては補助対象経費の額に５

分の４を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額と

し、１，１５０，０００円を上限とする。）とし、利子補給制度を利用する場合にあっては補助対

象経費の額に５分の２を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるときはその端数を

切り捨てた額とし、５７５，０００円を上限とする。） 

イ 除却工事 利子補給制度を利用しない場合にあっては補助対象経費の額に５分の１を乗じて得

た額（その額に１，０００円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とし、４００，０００

円を上限とする。）とし、利子補給制度を利用する場合にあっては補助対象経費の額に１０分の１

を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とし、 

２００，０００円を上限とする。） 

⑵ 県産材利用耐震改修工事加算額 県産材利用耐震改修工事に該当する場合は、次表に定める額を

加算する。 

県産材利

用数量 

０．２５㎥を超え０．４５

㎥以下の場合 

０．４５㎥を超え０．７０㎥

以下の場合 

０．７０㎥を超える場

合 



 

 

補助金額 ５０，０００円以内 １００，０００円以内 ２００，０００円以内 

備考 県産材利用数量は、滋賀県びわ湖材産地証明制度要綱（平成１８年５月２９日施行）に基づき

証明された数量の合計とする。 

⑶ 主要道路沿い耐震改修等工事加算額 主要道路沿い耐震改修等工事に該当する場合（補助対象経

費が１，０００，０００円以下の場合を除く。）は、１戸当たり５０，０００円以内の額を加算する。 

⑷ 高齢者世帯耐震改修等工事加算額 高齢者世帯耐震改修等工事に該当する場合（補助対象経費が

１，０００，０００円以下の場合を除く。）は、１戸当たり５０，０００円以内の額を加算する。 

⑸ 子育て世帯耐震改修等工事加算額 子育て世帯耐震改修等工事に該当する場合（補助対象経費が

１，０００，０００円以下の場合を除く。）は、１戸当たり５０，０００円以内の額を加算する。 

⑹ バリアフリー改修工事加算額 バリアフリー改修工事に該当する場合（補助対象経費が 

１，０００，０００円以下の場合及びバリアフリー改修工事に要する経費が５００，０００円以下の

場合を除く。）は、１戸当たり１００，０００円以内の額を加算する。 

⑺ 内覧会開催事業加算額 内覧会開催に該当する場合（補助対象経費が１，０００，０００円以下の  

場合を除く。）は、１戸当たり１００，０００円以内の額を加算する。 

（交付申請書等） 

第７条 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第４条第１項の規

定により市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申

請書（様式第１号）とし、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。 

⑴ 固定資産課税台帳記載事項証明書、建築確認通知書又は登記済証のいずれかの写し 

⑵ 耐震改修工事又は建替工事の場合にあっては、木造耐震診断報告書の写し 

⑶ 市税の完納証明書 

⑷ 位置図 

⑸ 現況図 

⑹ 耐震改修工事又は建替工事の場合にあっては、耐震改修工事実施後の上部構造評価点等を記した

書類（登録設計者又は登録施工者の記名のあるものに限る。） 

⑺ 耐震改修工事の場合にあっては、設計図、補強計画図その他補助対象建築物を記した書類（登録設

計者の記名のあるものに限る。）及び耐震改修工事費の見積額が確認できるもの（登録設計者又は登

録施工者の記名のあるものに限る。） 

⑻ 建替工事の場合にあっては、耐震改修工事を行うこととした場合の設計図、補強計画図その他補助

対象建築物を記した書類、耐震改修工事を行うこととした場合の見積額及び除却工事費の見積額が

確認できるもの（いずれも登録設計者又は登録施工者の記名のあるものに限る。）及び建替計画図 

⑼ 除却工事の場合にあっては、木造住宅耐震診断報告書又は耐震診断調査票の写し、現況の全景写真   

及び除却工事費の見積額が確認できるもの（登録施工者の記名のあるものに限る。） 

⑽ 県産材利用耐震改修工事に該当する場合にあっては、県産材の利用箇所及び利用数量が確認でき

る書類 

⑾ 高齢者世帯耐震改修等工事又は子育て世帯耐震改修等工事に該当する場合にあっては、世帯全員

の住民票記載事項証明書 

⑿ バリアフリー改修工事に該当する場合にあっては、バリアフリー改修工事費見積書（バリアフリー



 

 

改修工事費の見積額が確認できるものであって、登録設計者又は登録施工者の記名のあるもの） 

⒀ 利子補給制度を利用する場合にあっては、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明

書発行申請書（様式第１号の２） 

⒁ その他市長が必要と認める書類 

２ 規則第７条第１項の規定による通知は、大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定通知書（様

式第２号）により行うものとする。この場合において、市長は当該補助金の交付を受けようとする者

に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図れるよう、必要な指導及び助言をすることができ

る。 

３ 規則第７条第２項の規定による通知は、大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請棄却（却下）

決定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

（工事の着手） 

第８条 前条第２項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、当該通知書を受け取った日以

降速やかに耐震改修工事に着手するものとし、着手したときは、直ちに大津市木造住宅耐震改修等工事

着手届（様式第４号）により市長に届け出なければならない。 

（事情変更による取消通知書等） 

第９条 規則第９条第５項の規定による通知は、大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定取消通

知書（様式第５号）又は大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定変更通知書（様式第６号）によ

り行うものとする。 

 （補助事業の内容の変更等の承認申請書） 

第１０条 規則第１３条第１項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、大津市木造

住宅耐震改修等事業変更承認申請書（様式第７号）又は大津市木造住宅耐震改修等事業中止（廃止）承

認申請書（様式第８号）とする。 

２ 前項の承認申請書（様式第７号に限る。）には、第７条第１項第５号から第１４号までに掲げる書類

（変更事項に係るものに限る。）を添付しなければならない。 

（承認通知書等） 

第１１条 規則第１３条第２項の規定による通知は、大津市木造住宅耐震改修等事業変更承認決定通知

書（様式第９号）又は大津市木造住宅耐震改修等事業中止（廃止）承認決定通知書（様式第１０号）に

より行うものとする。 

（実績報告書） 

第１２条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津市木造住宅耐

震改修等事業実績報告書（様式第１１号）とする。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 登録施工者との間で締結した契約書等の写し 

⑵ 領収書等（明細を記したものを含む。）の写し 

⑶ 工事写真（工事の施工内容が確認できるもの） 

⑷ 設計委託及び監理委託契約書の写し（契約を締結した場合に限る。） 

⑸ 設計委託費及び監理委託費に係る領収書の写し（契約を締結した場合に限る。） 

⑹ 耐震改修工事又は建替工事の場合にあっては、工事の完了が確認できる平面図等 

⑺ 県産材利用耐震改修工事に該当する場合は、滋賀県のびわ湖材産地証明制度に基づくびわ湖材証



 

 

明書の写し及びびわ湖材を利用したことが確認できる書類 

３ 前項の実績報告書の提出は、補助事業の完了の日から起算して３０日以内又は当該補助事業の公布

の決定に係る年度の２月２８日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

（確定通知書） 

第１３条 規則第１５条の規定による通知は、大津市木造住宅耐震改修等事業補助金確定通知書（様式

第１２号）により行うものとする。 

（交付請求書） 

第１４条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、大津市木造

住宅耐震改修等事業補助金交付請求書（様式第１３号）とする。 

２ 前項の交付請求書は、前条の通知を受けた日から起算して１０日以内に市長に提出しなければなら

ない。 

（取消通知書） 

第１５条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定取

消通知書（様式第１４号）により行うものとする。 

（返還の通知） 

第１６条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市木造住宅耐震改修等事業補助金返還

通知書（様式第１５号）により行うものとする。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、市長がその都度定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年３月３０日から施行する。 

２ この要綱は、国の防災・安全交付金の交付措置が終了するに至ったときは、廃止するものとする。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年５月３０日から施行し、平成２０年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年５月１２日から施行し、平成２２年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 



 

 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されてい

る書類は、改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用する

ことができる。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



 

 

様式第１号（第７条関係） 

                               年  月  日 

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書 

（宛先） 

大津市長 

                    住  所            

                申請者 氏  名             

電話番号 

 大津市木造住宅耐震改修等事業補助金の交付を受けたいので、大津市補助金等交付規則第４条第１項の

規定により、次のとおり必要書類を添えて申請します。なお、大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付

要綱に定める補助対象建築物及び補助対象者であることを確認するために、大津市が住民基本台帳、外国

人登録原票又は建築確認申請等について照合を行うことに同意します。 

補助年度                     年度 

住宅の所在地 
（地名地番）  

（住居表示）  

補助事業の経費所要額                          円 

交付申請金額                          円 

住宅の種類 一戸建ての住宅・（     ）併用住宅・共同住宅・長屋住宅 

建築年次    年   月 上部構造評点  

住宅の階数  延べ床面積 ㎡ 

住宅以外の部分の面積 ㎡ 

住宅の所有者  

居住者承諾 

(賃貸・共同・長屋住宅の

場合) 

 

居住世帯数（     ）   承諾（ 有 ・ 無 ） 

工事の着手予定年月日及び完了予定年月日      年  月  日から    年  月  日まで 

添付書類 

⑴ 固定資産課税台帳記載事項証明書、建築確認通知書又は登記済証のい

ずれかの写し 

⑵ 耐震改修工事又は建替工事の場合にあっては、木造耐震診断報告書の

写し 

⑶ 市税の完納証明書 

⑷ 位置図 

⑸ 現況図 

⑹ 耐震改修工事又は建替工事の場合にあっては、耐震改修工事実施後の

上部構造評価点等を記した書類（登録設計者又は登録施工者の記名のあ

るものに限る。） 

⑺ 耐震改修工事の場合にあっては、設計図、補強計画図その他補助対象

建築物を記した書類（登録設計者の記名のあるものに限る。）及び耐震改



 

 

修工事費の見積額が確認できるもの（登録設計者又は登録施工者の記名

のあるものに限る。） 

⑻ 建替工事の場合にあっては、耐震改修工事を行うこととした場合の設

計図、補強計画図その他補助対象建築物を記した書類、耐震改修工事を

行うこととした場合の見積額及び除却工事費の見積額が確認できるも

の（いずれも登録設計者又は登録施工者の記名のあるものに限る。）及び

建替計画図 

⑼ 除却工事の場合にあっては、木造住宅耐震診断報告書又は耐震診断調

査票の写し、現況の全景写真及び除却工事費の見積額が確認できるもの

（登録施工者の記名のあるものに限る。） 

⑽ 県産材利用耐震改修工事に該当する場合にあっては、県産材の利用箇

所及び利用数量が確認できる書類 

⑾ 高齢者世帯耐震改修等工事又は子育て世帯耐震改修等工事に該当す

る場合にあっては、世帯全員の住民票記載事項証明書 

⑿ バリアフリー改修工事に該当する場合にあっては、バリアフリー改修

工事費見積書（バリアフリー改修工事費の見積額が確認できるものであ

って、登録設計者又は登録施工者の記名のあるもの） 

⒀ 利子補給制度を利用する場合にあっては、【リ・バース６０】耐震改修

利子補給制度利用対象証明書発行申請書（様式第１号の２） 

⒁ その他市長が必要と認める書類 

（注） 不要な箇所は、二重線で抹消すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

耐震改修等実施建築物概要書 

耐 震 診 断 者 

氏名 

滋賀県木造住宅耐震診断員：登録番号 第       号 

（  ）建築士 （   ）登録第      号 

建築士事務所名 

（  ）建築士事務所 （   ）県知事登録第      号 

設 計 者 

氏名 

（  ）建築士 （   ）登録第      号 

建築士事務所名 

（  ）建築士事務所 （   ）県知事登録第      号 

滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者講習会修了者登録 

第       号 

監 理 者 

氏名 

（  ）建築士 （   ）登録第      号 

建築士事務所名 

（  ）建築士事務所 （   ）県知事登録第      号 

滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者講習会修了者登録 

第       号 

改修前上部構造評点  改修後上部構造評点  

工 事 施 工 者 

施工者 

滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者講習会修了者登録 

第       号 

工事内容及び補助事

業に要する経費 

・耐震補強工事       千円 

・リフォーム工事（補助対象外工事） 

県産材利用の有無 
 利用の有無 （ 有 ・ 無 ） 

 利用する場合の数量           ㎥ 

その他の加算の有無 

・ 主要道路沿い耐震改修等工事   （・該当・非該当） 

・ 高齢者世帯耐震改修等工事    （・該当・非該当） 

・ 子育て世帯耐震改修等工事    （・該当・非該当） 

・ バリアフリー改修工事      （・該当・非該当） 

・ 内覧会開催事業         （・該当・非該当） 

 

  



 

 
 

※内容を確認の上、該当箇所にチェックをご記入ください。

　　 大津市長

様式第１号の２（第７条関係）

（宛先）
月 日年

【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書

　【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を利用するため、「【リ・バース６０】耐震
改修利子補給制度利用対象証明書」の発行を申請します。

※太枠内をご記入ください。

　 申請者
（【リ・バース６０】
のお申込人）

※【リ・バース６
０】のお申込人
が２人の場合
は、いずれかの
方がご記入くだ
さい。

氏　　名

フリガナ

押印
不要

住所 〒（ － )

補助事業等名

) － ( )ＴＥＬ ( ) － (

補助申請者
氏名

（【リ・バース６０】のお申込人と補助事業の申請者が異なる場合のみ記載）

改修する住宅の所在地
（地名地番）

① 補助事業等の対象とならない場合、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができないこと。

誓約事項

□
【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を利用するに当たって、上記補助事業等の利用要件を満たしていることを誓約します。
現時点で合致していない要件につきましては、補助申請時には満たすことを誓約します。

提出書類（いずれかにチェック）

□ 本申請書提出時点で、補助申請書類は提出済みです。

□
本申請書提出時点では、補助申請書類を提出していないため、本申請書の提出と合わせて、補助対象であることを証明する
資料（補助申請書類）を提出します。
ただし、現時点では提出（取得）できない書類については、補助申請時に提出します。

承諾事項

□ 次の①から③までの全ての事項について承諾します。

②
【リ・バース６０】の要件に合致しない場合、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができないこと。
【リ・バース６０】取扱金融機関の審査の結果、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができないことがあること。

③
本申請に関する情報（申請者及び補助申請者の情報を含む。）は、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度及び補助事業等
の実施のために必要な範囲で地方公共団体と住宅金融支援機構が共有すること。

（地方公共団体使用欄）

受付欄



 

 

様式第２号（第７条関係） 

                                 第    号 

                                年  月  日 

 

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定通知書 

 

様 

 

                        大津市長          印   

 

     年  月  日付けで交付申請のあった大津市木造住宅耐震改修等事業補助金の交付につい

て、次のとおり決定したので大津市補助金等交付規則第７条第１項の規定により通知します。 

補 助 年 度 年度 

住 宅 の 所 在 地 

（地名地番） 

（住居表示） 

補助事業の目的 

及 び 内 容 
交付申請書記載のとおり 

交 付 決 定 金 額               円 

交 付 条 件 

１ 大津市補助金等交付規則、大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

及び関係法令を遵守すること。 

２ 補助事業の内容や補助対象経費の額等の変更がある場合は、大津市木造住

宅耐震改修等事業変更承認申請書を提出し、承認を受けること。 

３ 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、大津市木造住宅耐震改修等事業中

止（廃止）承認申請書を提出し、承認を受けること。 

４ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに報告してその指示を受けること。 

５ 補助事業の実施に係る契約は、申請者の名義で行うこと。 

６ 当該補助事業の完了の日から起算して３０日以内又は当該補助事業の交付

の決定に係る年度の２月２８日のいずれか早い日までに大津市木造住宅耐震

改修等事業実績報告書を提出すること。 

７ 補助事業等の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金等に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに

その旨を市長に報告すること。 

  



 

 

様式第３号（第７条関係） 

                                                           第   号 

                                                          年  月  日 

 

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請棄却（却下）決定通知書 

 

 

           様 

 

                                                大津市長         印   

 

 

   年  月  日付けで交付申請のあった大津市木造住宅耐震改修等事業補助金について、次のと

おり交付しないことと決定したので大津市補助金等交付規則第７条第２項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  

住 宅 の 所 在 地 

（地名地番） 

（住居表示） 

補 助 事 業 の 目 的  

及 び 内 容 
交付申請書記載のとおり 

交 付 申 請 金 額  

 

 

交付しないことと 

決定した理由 

 

 

  



 

 

様式第４号（第８条関係） 

                                                           年  月  日 

 

 

大津市木造住宅耐震改修等工事着手届 

 

（宛先） 

  大津市長         

 

 

                     住  所 

                           補助事業者 氏  名                          

                               電話番号 

 

 

     年  月  日付け    第   号で交付の決定のあった下記建築物の木造住宅耐震改

修等工事を    年  月  日に着手しましたので、大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要

綱第８条の規定により届け出ます。 

 

記 

住 宅 の 所 在 地 

（地名地番） 

（住居表示） 

登 

録 

施 

工 

者 
会 社 名 

 

住 所 

 

登 録 者 
 

（登録番号） 

電 話 番 号 

 

  



 

 

様式第５号（第９条関係） 

大    第   号 

  年  月  日 

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定取消通知書 

 

 

       様 

 

 

大津市長         印   

 

     年  月  日付け大  第  号で補助金の交付の決定をした大津市木造住宅耐震改修等

事業補助金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規

定により通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

 

年 度 

 

住 宅 の 所 在 地 

 

 

大津市 

交 付 決 定 金 額 

 

円 

取 消 金 額 

 

円 

取消後の交付決定金額 

 

円 

取 消 し を し た 理 由 

 

 



 

 

様式第６号（第９条関係） 

大    第   号 

  年  月  日 

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定変更通知書 

 

 

       様 

 

 

大津市長         印   

 

     年  月  日付け大  第  号で補助金の交付の決定をした大津市木造住宅耐震改修等

事業補助金について、次のとおり交付決定を変更したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規定

により通知します。 

 

補 助 年 度 

 

年 度 

住 宅 の 所 在 地 大津市 

交 付 決 定 金 額 

 

円 

変 更 の 内 容 

 

変 更 の 理 由 

 



 

 

様式第７号（第１０条関係） 

                                年  月  日 

 

大津市木造住宅耐震改修等事業変更承認申請書 

（宛先） 

大津市長           

                             住  所              

                       補助事業者 氏  名             

電話番号              

 

 

     年  月  日付け    第   号で交付の決定のあった大津市木造住宅耐震改修等事

業の変更承認について大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定により次のとおり申請します。 

 

補 助 年 度                   年度 

住宅の所在地 
（地名地番） 

（住居表示） 

変更の内容  

変更する理由 
 

添 付 書 類 

⑴ 現況図 

⑵ 耐震改修工事又は建替工事の場合にあっては、耐震改修工事実施後の上部構造評

価点等を記した書類（登録設計者又は登録施工者の記名のあるものに限る。） 

⑶ 耐震改修工事の場合にあっては、設計図、補強計画図その他補助対象建築物を記し

た書類（登録設計者の記名のあるものに限る。）及び耐震改修工事費の見積額が確認

できるもの（登録設計者又は登録施工者の記名のあるものに限る。） 

⑷ 建替工事の場合にあっては、耐震改修工事を行うこととした場合の設計図、補強

計画図その他補助対象建築物を記した書類、耐震改修工事を行うこととした場合の

見積額及び除却工事費の見積額が確認できるもの（いずれも登録設計者又は登録施

工者の記名のあるものに限る。）及び建替計画図 

⑸ 除却工事の場合にあっては、木造住宅耐震診断報告書又は耐震診断調査票の写し、

現況の全景写真及び除却工事費の見積額が確認できるもの（登録施工者の記名のある

ものに限る。） 

⑹ 県産材利用耐震改修工事に該当する場合にあっては、県産材の利用箇所及び利用

数量が確認できる書類 

⑺ 高齢者世帯耐震改修等工事又は子育て世帯耐震改修等工事に該当する場合にあっ

ては、世帯全員の住民票記載事項証明書 



 

 

⑻ バリアフリー改修工事に該当する場合にあっては、バリアフリー改修工事費見積

書（バリアフリー改修工事費の見積額が確認できるものであって、登録設計者又は

登録施工者の記名のあるもの） 

⑼ 利子補給制度を利用する場合にあっては、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制

度利用対象証明書発行申請書（様式第１号の２） 

⑽ その他市長が必要と認める書類 

 

 



 

 

様式第８号（第１０条関係） 

                                                         年  月  日 

                                

大津市木造住宅耐震改修等事業中止（廃止）承認申請書 

（宛先） 

  大津市長       

 

                     住  所 

                           補助事業者 氏  名                          

                               電話番号 

 

     年  月  日付け    第   号で補助金の交付の決定のあった大津市木造住宅耐震

改修等事業の中止（廃止）の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定により次のと

おり申請します。 

 

住 宅 の 所 在 地 

（地名地番） 

（住居表示） 

中止（廃止）する理由  

中止（廃止）の年月日             年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第９号（第１１条関係） 

                                                          第   号 

                                                         年  月  日 

 

大津市木造住宅耐震改修等事業変更承認決定通知書 

 

            様 

 

大津市長         印   

                                                 

 

     年  月  日付け    第   号で補助金の交付の決定をした大津市木造住宅耐震改

修等事業の変更について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３条第２項の規定によ

り通知します。 

 

補 助 年 度                     年 度 

住 宅 の 所 在 地 

（地名地番） 

（住居表示） 

補助事業の目的  

及 び 内 容  
交付申請書記載のとおり 

承認した変更内容  

承 認 年 月 日 年     月     日 

 



 

 

様式第１０号（第１１条関係） 

                                                       第   号 

                                                        年  月  日 

 

               

大津市木造住宅耐震改修等事業中止（廃止）承認決定通知書 

 

 

            様 

 

大津市長         印   

 

                                                 

 

     年  月  日付け    第   号で補助金の交付の決定をした大津市木造住宅耐震改

修等事業の中止（廃止）について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３条第２項の規

定により通知します。 

                                                                                 

 

 

補 助 年 度 年 度 

住宅の所在地 

（地名地番） 

（住居表示） 

補助事業の目的

及 び 内 容 
交付申請書記載のとおり 

中止（廃止）の 

承 認 年 月 日 
年   月   日 

 

  



 

 

様式第１１号（第１２条関係） 

                                                                                         

年  月  日 

 

大津市木造住宅耐震改修等事業実績報告書 

 

（宛先） 

  大津市長            

 

                                  住  所 

                            補助事業者 氏  名                          

                                     電話番号 

 

年  月  日付け    第   号で補助金の交付の決定のあった大津市木造住宅耐震

改修等事業の実績について、大津市補助金等交付規則第１４条の規定により次のとおり報告します。 

 

補 助 年 度               年度 

工事の着手年月日 

及 び 完 了 年 月 日 

着手    年   月   日 

完了    年   月   日 

交 付 決 定 金 額                円 

補助事業の経費精算額 

（補助対象金額） 
               円 

添 付 書 類 

⑴ 登録施工者との間で締結した契約書等の写し 

⑵ 領収書等（明細を記したものを含む。）の写し 

⑶ 工事写真（工事の施工内容が確認できるもの） 

⑷  設計委託及び監理委託契約書の写し（契約を締結した場合に限る。） 

⑸  設計委託費及び監理委託費に係る領収書の写し（契約を締結した場合に

限る。） 

⑹ 耐震改修工事又は建替工事の場合にあっては、工事の完了が確認できる

平面図等 

⑺ 県産材利用耐震改修工事に該当する場合は、滋賀県のびわ湖材産地証明

制度に基づくびわ湖材証明書の写し及びびわ湖材を利用したことが確認で

きる書類 



 

 

様式第１２号（第１３条関係） 

                                                           第   号 

                                                            年  月  日 

 

 

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金確定通知書 

 

 

 

            様 

 

 

                                         大津市長         印   

 

 

     年  月  日付け    第   号で補助金の交付の決定をした大津市木造住宅耐震改

修等事業について、次のとおり補助金の額を確定したので大津市補助金等交付規則第１５条の規定によ

り通知します。 

 

補 助 年 度  

住 宅 の 所 在 地 

（地名地番） 

（住居表示） 

補助事業の目的及び内容 交付申請書記載のとおり 

交 付 決 定 金 額 円 

補助事業の経費の精算額 

（補助対象金額） 
円 

交 付 確 定 額 円 

 

  



 

 

様式第１３号（第１４条関係） 

 

年  月  日 

 

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付請求書 

（宛先） 

  大津市長        

 

                               補助事業者  住 所 

                                          氏 名               印 

 

 

     年  月  日付け    第   号で交付の確定のあった大津市木造住宅耐震改修等事

業補助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第１項の規定により次のとおり請求します。 

補 助 年 度 年度 

住 宅 の 所 在 地 

（地名地番） 

（住居表示） 

交 付 決 定 金 額 円 

交 付 請 求 金 額 円 

振

込

先

金

融

機

関

 

金融機関名 
 

銀行・信用金庫・農協                  支店 

口 座 番 号 普通・当座・貯蓄 

ふりがな  

口 座 名 義  

添 付 書 類  

 

  



 

 

様式第１４号（第１５条関係） 

                                                           第   号 

                                                            年  月  日 

 

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定取消通知書 

 

 

             様 

                                       

大津市長         印 

 

     年  月  日付け    第   号で交付の決定をした大津市木造住宅耐震改修等事業

補助金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第１９条第４項の規定

により通知します。 

 

 

補 助 年 度 
 

年度 

住 宅 の 所 在 地 

（地名地番） 

（住居表示） 

補助事業の目的  

及 び 内 容  
交付申請書記載のとおり 

交付決定（確定）額 円 

取 消 金 額 円 

取消後の交付決定

（確定）金額 
円 

取消しをした理由  

 

 



 

 

様式第１５号（第１６条関係） 

                                                          第   号 

                                                          年  月  日 

 

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金返還通知書 

 

 

             様 

                                       

                                         大津市長                印   

 

     年  月  日付け    第   号で交付の決定をした大津市木造住宅耐震改修等事業

補助金について、大津市補助金等交付規則第２０条第１項の規定により次のとおり返還を請求します。 

 

 

返 還 金 円 

返 還 理 由  

返 還 期 限 年     月    日まで 

補 助 年 度 年度 

住 宅 の 所 在 地 

（地名地番） 

（住居表示） 

補助金の既交付額 

及び交付年月日 

円 

年     月     日 

交 付 確 定 額  

（注） 別添納付書により振り込んでください。なお、大津市補助金等交付規則第１９条第１項の規定に

より交付の決定を取り消された場合において、返還期限までに納付されないときは、延滞金を納付

しなければなりません。 

 


